
電子レセプト請求における算定日の記載について

○平成２２年度改定に併せて 電子情報処理組織の使用による請求又は光デ スク等を○平成２２年度改定に併せて、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を

用いた請求（いわゆる「電子レセプト請求」）を行っている保険医療機関は、平成２４年

４月診療分から請求する各点数の算定日を記録して請求するものとされたところ。４月診療分から請求する各点数の算定日を記録して請求するものとされたところ。

○平成２４年４月診療分からの算定日の記載に向けて、今後、保険医療機関及び審査

支払機関等に対して 改めて周知を図る ととする支払機関等に対して、改めて周知を図ることとする。

※記載要領等の詳細については、別途通知予定。

（参考）関連通知

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（最終改正；平成22年3月26日保医発0326第3号）
別紙１

診療報酬請求書等の記載要領

【医科】
Ⅱ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第２）
２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項
(38) その他
ナ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関
については、請求する各点数の算定日を記録して請求するものとする。

ただし、平成24年３月診療分までの間は、その記録を省略するものとし、本通知の各規定により「摘要」欄に算定日を記載
することとされている点数については、各規定に従い、「摘要」欄に算定日を記載すること。
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【歯科】
Ⅲ 歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第３ 診療報酬明細書の記載要領（様式第３）
２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項２ 診療報酬明細書の記載要領に関する事項

(34) その他
テ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関に
ついては、請求する各点数の算定日を記録して請求するものとする。

ただし 平成24年３月診療分までの間は その記録を省略するものとし 本通知の各規定により「摘要」欄に算定日を記載ただし、平成24年３月診療分までの間は、その記録を省略するものとし、本通知の各規定により「摘要」欄に算定日を記載
することとされている点数については、各規定に従い、「摘要」欄に算定日を記載すること。

「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」
別紙

診療報酬請求書等の記載要領

【DPC】
Ⅱ 診療報酬明細書（様式第10）の記載要領

２ 明細書の記載要領に関する事項
(12) 「出来高部分」欄について(12) 「出来高部分」欄について

③ 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関
については、請求する各点数の算定日を記録して請求するものとする。ただし、平成24年３月診療分までの間は、その記録
を省略するものとし、①の規定により「出来高」欄に算定日を記載することとされている点数については、①の規定に従い、「
出来高」欄に算定日を記載すること出来高」欄に算定日を記載すること。
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電子レセプト請求に係る記録条件仕様
＜医科・診療行為レコード＞
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日付記載のイメージ

算定日の記載：24年3月診療分まで省略

（例）再診料、地域医療貢献加算、明細書発行体制加算を月２回（3日と29日に）算定した場合

【現行の電子レセプトの記載】

コード （診療行為名称） 点数 回数 1日 2日 3日 4日 5日 ・・・・・・ 29日 30日

112007410 （再診料） ・・・・・・

112015670 （地域医療貢献加算） ・・・・・・（省略）（省略）
112015770 （明細書発行体制加算） 73 2 ・・・・・・

算定日の記載 24年4月診療分から記載

（省略）（省略）

コード （診療行為名称） 点数 回数 1日 2日 3日 4日 5日 ・・・・・・ 29日 30日

【２４年４月診療分以降】

算定日の記載：24年4月診療分から記載

コ ド （診療行為名称） 点数 回数 1日 2日 3日 4日 5日 29日 30日

112007410 （再診料） 2 1 ・・・・・・ 1

112015670 （地域医療貢献加算） 2 1 ・・・・・・ 1112015670 （地域医療貢献加算） 2 1 ・・・・・・ 1

112015770 （明細書発行体制加算） 73 2 1 ・・・・・・ 1
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